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*1 「平成24年度学校基本調査」による。
*2 「平成22年度日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」（隔年度実施）による。「日本語指
導が必要な児童生徒」とは、「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒」及び「日常会話ができても、学年相当
の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」を指す。なお、「日本
語指導が必要な日本国籍の児童生徒」には、帰国児童生徒のほか、本人が重国籍又は保護者の一人が外国籍である
等の理由から、日本語以外の言語を家庭内言語として使用しており、日本語の能力が十分でない児童生徒が含まれ
る。
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１．はじめに

（１）日本語指導が必要な児童生徒を取り巻く現状及び課題

○ 国際化の進展等に伴い、平成24年５月現在、我が国の公立小・中・高等学校

等に在籍する外国人児童生徒の数は、約７万２千人
*1
となっている。また、平

成22年９月現在、これらの学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童生徒

の数は約２万９千人、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の数は約５千５

百人
*2
であり、依然として多く、特に近年は、外国人集住都市のみならず全国

的に散在している傾向にある。

○ 日本国憲法、教育基本法及び学校教育法では、国民が、その保護する子に、

普通教育を受けさせる義務を負う旨が規定されている。

日本語指導が必要な児童生徒の中には、法令に基づく義務教育の対象となる、

海外から帰国した児童生徒や日本国籍を有する重国籍の児童生徒等が含まれ

る。また、外国人児童生徒については、保護者に就学義務はないが、経済的、

社会的及び文化的権利に関する国際規約（国際人権 A 規約）や児童の権利に関
する条約等も踏まえ、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、無償

で受入れを行うこととされている。

○ このような児童生徒に対して、現在、公立小・中学校においては、学習指導

要領も踏まえ、地域の実情や児童生徒の実態に応じて、在籍する学級以外の教

室で指導を行う「取り出し指導」や在籍する学級での授業中に日本語指導担当

教員や支援員等が入り、当該児童生徒を支援する「入り込み指導」などが行わ

れている。

また、市町村教育委員会が帰国・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター

校を設定している場合や児童生徒が在籍する学校において日本語指導の体制が

十分に整備されていない場合などは、当該児童生徒が在籍する学校以外の学校

（以下「他校」という。）又は公民館や教育センター等の地方公共団体が管理

運営する学校以外の施設（以下「学校外施設」という。）等に通い、日本語指

導を受けるケースもある。

○ しかし、日本語指導は、現行制度の下では教育課程に位置付けられておらず、

各教科等の中で行われているもの、センター校や学校外施設における課外活動

として行われているものなど、地域や学校、児童生徒の実態等によって、指導

内容や指導体制（指導者の身分、指導時間、指導場所等）は大きく異なってい
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る。

また、指導者に対して、指導計画の作成や児童生徒に対する学習評価の実施

が求められていないため、必ずしも児童生徒一人一人の実態（日本語の能力や

学校生活への適応状況も含めた生活・学習の状況、学習への姿勢・態度等）に

応じたきめ細かな指導が行われているわけではない。

さらに、他校や学校外施設に通って日本語指導を受ける児童生徒は、放課後

等に課外授業を受けることもあり、負担が大きい。

○ 児童生徒の負担に配慮しつつ、全国で一定の質が担保された日本語指導を行

うことができるような制度を整備し、指導を受けた児童生徒が、在籍する学級

において他の児童生徒と共に日本語で各教科等の学習活動に参加できる能力を

身に付けることができるようにすることが求められている。

（２）検討の経緯

○ （１）で述べた現状及び課題を踏まえ、「『定住外国人の子どもの教育等に関

する政策懇談会』の意見を踏まえた政策のポイント」（平成22年５月19日 文

部科学省）及び「日系定住外国人施策に関する基本指針」（平成22年８月31日

日系定住外国人施策推進会議）において、外国人児童生徒の日本語能力等に

配慮した弾力的なカリキュラムの編成など制度面についての検討を行い、小・

中学校に入りやすい環境の整備を促進すべき旨が提言された。

○ 上記の提言を踏まえ、平成22年11月１日、「日本語指導が必要な児童生徒の

教育の充実のための検討会」（初等中等教育局長決定）が文部科学省に設置さ

れ、教育現場における日本語指導の実態等を把握した上で、学校における日本

語指導が必要な児童生徒に対する教育、特に指導形態等についての検討が行わ

れた。

同検討会では、学校の教育課程に日本語指導を位置付ける場合は、次の２つ

の案のうち、いずれかの方法で対応すべきである旨提言された。

（案の１）「特別の教育課程」として位置付けることとする

（案の２）各教科等の習熟度別指導として行うこととする

また、学校の教育課程に位置付ける日本語指導は、原則として、児童生徒の

在籍する学校で行うべきであるとした上で、当該学校において日本語指導の体

制が充実していない場合等においては、児童生徒及びその保護者の意思も尊重

し、安全面及び費用負担面の問題に配慮しつつ、他校へ通って日本語指導を受

けることができるようにすべきである旨提言された。

○ 検討会において示された論点を継承し、平成24年４月11日、本検討会議（「日

本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に関する検討会議」（初

等中等教育局長決定））が設置され、４回の会議を開催し、教育課程への位置

付け方も含め、学校教育として行う日本語指導の在り方について具体的な検討

を行った。この度、検討結果がまとまったので、報告する。
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２．学校教育における日本語指導の在り方について

（１）教育課程への位置付け（「特別の教育課程」の編成・実施）

○ 児童生徒の学ぶ権利を保障し、学校教育法施行規則及び学習指導要領で定め

る教育課程に基づく学習内容の定着を図る上で、児童生徒が在籍する学校、と

りわけ在籍する学級において各教科等の学習活動に参加することのできる環境

整備を図ることは極めて重要である。

日本語指導が必要な児童生徒については、他の児童生徒と共に学校生活を送

るために必要な日本語の能力も含め、日本語で各教科等の学習に参加できる能

力を、学校教育の中で身に付けることができるよう配慮することも大切である。

○ このような点を踏まえ、学校教育の中で行う日本語指導については、必要に

応じて教育課程に位置付けて行うことができるよう制度を整備することが必要

である。

教育課程に位置付けるに当たっては、学校教育の一環として行う日本語指導

について質の担保を図る観点から、国において一定の要件を定めるとともに、

例えば、各教科等の授業時数に替えて日本語指導を行う時間を設けることを可

能とするため、現行の教育課程の基準によらない「特別の教育課程」を編成・

実施することができるようにすることが適切である。

「特別の教育課程」の編成・実施については、教育基本法及び学校教育法に

おける学校教育の目標に関する規定等に照らして適切であり、かつ、地域や学

校の実態、児童生徒の心身の発達段階や特性を考慮した教育を実施する必要が

ある場合などにおいて、一定の要件の下で、これまでも認められてきたもので

あり、学校教育の一環として、児童生徒一人一人の実態に応じて行う日本語指

導は、「特別の教育課程」を編成・実施する趣旨に沿うものと考える。
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（２）「特別の教育課程」による日本語指導の要件

○ 「特別の教育課程」を編成・実施を認める日本語指導（以下「『特別の教育

課程』による日本語指導」という。）は、次のような要件を満たす指導とする

ことが適切である。

「特別の教育課程」による日本語指導（案）

（Ⅰ）指導の内容

児童生徒が学校教育において各教科その他の教育活動に、日本語で参加で

きる能力の向上を目的とする指導。

※ 学校生活を送るために必要な日本語の能力の向上に資する指導も含まれる。

（Ⅱ）指導の対象とする児童生徒

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中

学部に在籍する日本語指導が必要な児童生徒。

※ 指導の要否は校長が判断。

（Ⅲ）指導者

①日本語指導担当教員（主たる指導者）：教員免許を有する教員（常勤・非常勤

講師を含む）

②日本語指導補助者：日本語指導や教科指導等の補助を行う支援者、子どもの

母語がわかる支援者

※ ②日本語指導補助者は必置ではない。

（Ⅳ）授業時数
年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。

※１ 授業時数の１単位時間は、学校教育法施行規則別表に定める小・中学校等の１単位時間（45分又
は50分）に準じるものとする。

※２ なお、児童生徒の実態に応じて特別の必要がある場合に年間280単位時間を超えて指導することを
妨げるものではない。

（Ⅴ）指導の形態及び場所

・ 児童生徒の在籍する学校における「取り出し指導」

・ 他校における指導

※ ただし、学校に空き教室がない場合や地理的条件等により学校内に当該指導を行う場所を設ける
ことが困難 である場合など、やむを得ない事情がある場合には、一定の要件の下、例外的に、学校
外施設における指導も認めることとする。

（Ⅵ）指導計画の作成及び学習評価の実施
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（Ⅰ）指導の内容

○ 「特別の教育課程」による日本語指導とは、児童生徒が日本の学校生活に適

応し、学校教育において各教科その他の教育活動に、日本語で参加できる能力

の向上を目的として行う指導とする。なお、児童生徒が学校生活を送るために

必要な日本語の能力の向上に資する指導も含まれる。

○ 具体的には、例えば、「外国人児童生徒受入れの手引き」（平成23年３月文部

科学省初等中等教育局国際教育課）の中で、「日本語指導のプログラム」とし

て示されている①「サバイバル日本語」プログラム、②「日本語基礎」プログ

ラム、③「技能別日本語」プログラム、④「日本語と各教科の統合学習」プロ

グラム及び⑤「教科の補習」プログラムに相当するような指導内容及び指導方

法で行われる日本語指導が想定される。

（Ⅱ）指導の対象とする児童生徒

○ 「特別の教育課程」による日本語指導は、義務教育段階にある小学校、中学

校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する日

本語指導が必要な児童生徒を対象に行うものとする。

○ 「日本語指導が必要な児童生徒」としては、帰国・外国人児童生徒のほか、

重国籍や保護者の一人が外国籍であるなど、海外にルーツを持つ児童生徒等が

考えられるが、当該児童生徒一人一人について、「特別の教育課程」による日

本語指導を行うか否かの判断は、学校教育法、学校教育法施行規則及び学習指

導要領等を踏まえ、学校設置者が定める教育課程の編成基準に従い、児童生徒

の教育課程の編成権限を有する校長が行うことが適当である。

○ なお、指導の要否を判断するに当たっては、児童生徒の日本語の能力や学校

生活への適応状況も含めた生活・学習の状況、学習への姿勢・態度等について

把握する必要がある。特に、日本語の能力については、「聞く」「話す」「読む」

「書く」それぞれの技能別に多面的な観点からの把握に努めるとともに、複数

人による測定を行うことが望ましい。

○ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に在籍する日

本語指導が必要な生徒については、学校教育法において、我が国の後期中等教

育機関において行うべきものとされている「高度な普通教育及び専門教育」に

替えて、「学校教育において各教科その他の教育活動に、日本語で参加できる

能力の向上を目的とする指導」を行うことについて、高等学校における日本語

指導の実態等も踏まえ、今後慎重な検討を要することに鑑み、当面は「特別の

教育課程」による日本語指導の対象とはせず、現行制度の枠組の中で、必要な

支援を行っていくことが望ましいと考える。
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（Ⅲ）指導者

○ 「特別の教育課程」による日本語指導は、小学校、中学校、中等教育学校の

前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する日本語指導が必要な児

童生徒に対して、学校教育の一環として行うものであることから、日本語指導

担当教員（主たる指導者）は、免許状を有する教員（常勤・非常勤講師も含む。）

とする。なお、定年退職した元教員を再任用して活用することも考えられる。

○ さらに、日本語指導担当教員には、児童生徒一人一人の実態を的確に把握し

た上で、当該児童生徒が学校教育において各教科その他の教育活動に日本語で

参加できるようにすることを念頭に、指導計画の作成や児童生徒の学習評価の

実施等も含め、きめ細かな指導を行うことが求められる。したがって、日本語

指導に関する専門的な知識・技能及び個々の児童生徒の実態に応じた指導を行

える指導力を有した者を充てることが適当である。

○ また、日本語指導補助者として、これまで地域や学校において日本語指導に

携わってきた経験を有する支援員等を活用することは極めて有効であり、日本

語指導担当教員が作成する指導計画に沿って、当該教員が行う日本語指導や教

科指導等の補助を行ったり、学校と保護者との間で母語による連絡調整等を行

ったりすることなどが期待される。

（Ⅳ）授業時数

○ 「特別の教育課程」による日本語指導の授業時数は、年間10単位時間から280

単位時間までを標準とする。

なお、授業時数の１単位時間は、学校教育法施行規則別表に定める小・中学

校等の１単位時間（45分又は50分）に準じるものとする。

○ 授業時数については、

①「特別の教育課程」による日本語指導を通して、日本語指導が必要な児童生徒

が将来的には在籍する学校、とりわけ在籍する学級において、他の児童生徒と

共に日本語で各教科等の学習活動に参加できるようにすることを念頭に置く必

要があること。児童生徒の実態に応じて特別の必要がある場合に年間280単位

時間を超えて指導することを妨げるものではないが、学校教育法施行規則附則

別表に定める総授業時数の大半を「特別の教育課程」で代替することを許容し

ないようにすること

②初期指導においては、例えば来日直後など一定期間に集中して授業時数を設定

することも可能であること

③他校等に移動して指導を受ける児童生徒の負担とならないようにすること
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④検討会議で行った「公立学校における日本語指導の在り方に関する調査」の結

果、「特別の教育課程」による日本語指導に相当すると考えられる授業につい

ては、年間授業時数の都道府県別平均値が、概ね年間280単位時間以内となっ

ていること

⑤日常生活を送る上で十分な日本語の能力を有しており、在籍する学級での学習

活動にほぼ参加できるが、定期的な支援が必要であると思われる児童生徒に対

して「特別の教育課程」による日本語指導を行う場合、年間10単位時間（月１

単位時間程度）の指導により十分効果があると考えられること

一方で、これを下回る指導時数で足るような児童生徒については、基本的に

は、「入り込み指導」など各教科等の授業の中で指導上の工夫を図り、対応す

ることが望ましく、必ずしも「特別の教育課程」を編成・実施することを要し

ないと考えられること

⑥障害のある児童生徒に対する通級による指導の授業時数については、

・言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者及び難聴者に該当する児童生徒

については、年間35単位時間から280単位時間まで

・学習障害者、注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒については、年間10

単位時間から280単位時間まで

を標準としていること

を踏まえ、目安として示すものである。

○ 「通級による指導」の対象となっている障害のある児童生徒が、「特別の教育

課程」による日本語指導を受ける場合には、児童生徒の負担にも配慮し、２種

類の指導を併せて、最大280時間まで「特別の教育課程」を編成・実施すること

ができるものとする。

（Ⅴ）指導の形態及び場所

○ 「特別の教育課程」による日本語指導の形態及び場所は、

・ 児童生徒の在籍する学校における「取り出し指導」

・ 他校における指導

とすることが適当である。

児童生徒が在籍する学校で指導を行うことを原則とし、当該学校において日

本語指導担当教員を確保できない場合は、巡回指導の活用、それも困難である

場合は、他校に児童生徒が通って指導を受けることを認めるものとする。

○ なお、現在、学校に空き教室がないことや、地理的条件等により学校内に日

本語指導を行う場所を設けることが困難であることなどを理由に、学校外施設

で指導を行っている事例が多く見られることを踏まえ、学校の教育課程に位置

付ける指導を行う上でふさわしい一定の要件を備える施設において日本語指導

を行う場合、例外的に、「特別の教育課程」の編成・実施を認めることが必要で

ある。
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「一定の要件」としては、例えば、

・ 国又は地方公共団体が管理運営する施設であること

・ 学校設置者が運営要綱等で定めるところにより、「特別の教育課程」によ

る日本語指導を行っていること

・ 児童生徒の在籍する学校の校長が編成した「特別の教育課程」に基づき、

教員が日本語指導を行っていること

・ 児童の在籍する学校、学校設置者、保護者と十分に連携協力を図ってい

ること

などが考えられる。

○ 日本語指導担当教員が本務となる学校以外の学校等において「特別の教育課

程」による日本語指導を行う場合、教員の兼務発令や非常勤講師の任命を行う

などして、身分取扱いを明確にすることが求められる。

○ また、巡回指導を活用して、或いは、他校等に児童生徒が通って「特別の教

育課程」による日本語指導を受ける場合であっても、児童生徒の在籍する学校

の校長が責任を持って「特別の教育課程」の編成を行うことが必要である。

（Ⅵ）指導計画の作成及び学習評価の実施

○ 児童生徒一人一人の実態に応じて「特別の教育課程」を編成し、きめ細かな

日本語指導を行うためには、個々の児童生徒の日本語の能力や学校生活への適

応状況も含めた生活・学習の状況、学習への姿勢・態度等の的確な把握に基づ

き、指導の目標及び指導内容を明確にし、指導計画を作成することが必要であ

る。

また、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などを含めた児童生徒の学習

状況を適切に評価するとともに、児童生徒一人一人に、指導計画に基づく学習

内容が確実に定着するよう、指導の改善につなげる上で、児童生徒に対する学

習評価を行うことも重要である。

（指導計画の作成について）

○ 「特別の教育課程」による日本語指導を行う場合は、児童生徒の在籍する学

校において指導計画を作成し、学校設置者に届出を行うものとすることが望ま

しいと考える。

○ また、児童生徒一人一人の実態を的確に把握した上で、進級・進学を経ても、

一貫したきめ細かな日本語指導を行うとともに、必要に応じて学校設置者や保

護者、その他関係機関等と連携協力しながら十分な支援を行うことができるよ

う、「児童生徒に関する記録」及び「指導に関する記録」から成る、より具体的

な指導計画（「個別の指導計画」）を作成することが必要である。
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なお、各計画は、校長の方針の下に、児童生徒の担任と日本語指導担当教員

が連携して作成するものとし、定期的に行う学習評価（後述）を踏まえて、適

宜見直しを行い、改善を図ることが求められる。

○ 指導計画の作成・管理に係る教育現場の負担が過重にならないよう配慮が必

要であり、各計画の事例について、「外国人児童生徒受入れの手引き」における

「日本語指導のコース設計」や地域の実例なども参考にしつつ、日本語指導に

関する有識者の識見等も得ながら、今後、教育現場に対して示していくことが

望ましい。各計画に盛り込むべき事項としては、次のようなものが考えられる。

指導計画に盛り込むべき事項（案）

学校設置者に提出する指導計画 学校内で作成する指導計画

（特別の教育課程編成・実施計画） （個別の指導計画）

児童生徒別の 児童生徒に関する記録 指導に関する記録

・大まかな指導内容

・指導形態 児童生徒の 児童生徒の

・授業時数・指導期間 ・氏名 ・日本語の能力

・性別・生年月日 ・指導目標・内容・形態

・国籍、ルーツのある国名 ・指導者の名前

・家庭内で使用する言語 ・指導場所

・入国年月日、学校受入年 ・授業時数・指導期間

月日 ・指導内容・方法に関する評

・生育歴・学習歴 価及び学習状況の評価 等

・家族構成、家庭の状況

・学校内外での支援の状況

・進路希望

（学習評価の実施について）

○ 「特別の教育課程」による日本語指導を行う場合は、、日本語指導担当教員が

適宜、日本語指導補助者と情報交換を行いながら、指導を受けた児童生徒の学

習評価を実施することとする。

学習評価に当たっては、まず、児童生徒が学校に編入学してきた時点でどの程

度の日本語の能力を有しているのかを、「聞く」「話す」「読む」「書く」それぞ

れの技能別に把握することが重要である。その上で、指導を通じて、４技能別

の日本語の能力や各教科等の学習活動に日本語で参加するための能力がどの程

度向上しており、具体的にどのような課題があるのか等について、一定の期間

ごと（月・学期・年度など）に把握し、適宜、「個別の指導計画」（特に、「指導

に関する記録」）自体の見直しを行い、具体的な指導内容や指導方法の改善に生

かしていくことが求められる。
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○ 上記の能力の把握に当たっては、授業中の観察、発表やスピーチ、作文など

の成果物の確認など様々な方法を活用して、児童生徒一人一人の日本語の能力

や学習状況を総合的に把握する工夫が必要である。

また、家庭内で使用している言語とは別に、学習するための言語として日本

語を習得しようとする場合、本人の学力、日本での滞在期間のほか、性格や学

校への適応状況、家庭での学習環境など、様々な要素がその習得の状況に大き

な影響を与え得る。児童生徒一人一人の日本語の習得に影響を与えている諸要

因にも着目しつつ、積極的に学習活動に参加しようとする意欲や態度について

も、丁寧な学習評価を行うことが求められる。

○ なお、「特別の教育課程」による日本語指導に係る学習評価の結果については、

児童生徒の担任や各教科を担当する教員にも共有し、各教科の指導計画の作成

や学習評価に当たって考慮してもらうようにすることが望ましい。

○ この他、一般の児童生徒と同様に、学習指導要領に定める目標に準拠して評

価を行うことや個人内評価を重視すること、学習指導と学習評価とを一体的に

進めること、指導目標や指導内容、評価規準の設定においては一定の妥当性が

求められることなどについて、十分配慮することが求められる。

○ また、指導要録は、児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録

して指導のための資料とするとともに、外部に対する証明書等に役立たせるた

めの原簿としての性格を有するものであり、「特別の教育課程」による日本語指

導を受けた児童生徒については、「指導に関する記録」の「総合所見及び指導上

参考となる諸事項」の欄に、当該指導の内容及び所見、授業時数、指導期間等

を記入することとする。

○ 児童生徒が上級学校へ進学する場合、学校においては入学者選抜のための資

料として調査書（いわゆる内申書）の作成が必要となるが、例えば、中学校に

おいて、教科指導等と比較して「特別の教育課程」による日本語指導を比較的

多く受けた経験を持つ生徒が、高等学校等への進学を希望している場合には、

当該指導の所見についても調査書に記載するなどの配慮が求められる。

○ 通知表（通信簿）において、「特別の教育課程」による日本語指導を受けた児

童生徒に対し、当該指導の過程や成果、一人一人の可能性などを適切に示すこ

とにより、日本語指導に関する今後の指導方針を学校と保護者との間で共有す

るとともに、児童生徒のその後の学習を支援することに役立てることが重要で

ある。児童生徒一人一人に対する日本語指導の状況について、保護者にわかり

やすく伝え、理解を得るために、各学校において、記載内容や方法、様式等に

ついて工夫を図ることが求められる。
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３．おわりに

○ このように、日本語指導を「特別の教育課程」に位置付け、学校教育の一環

として行うことにより、

・児童生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導の実現

・指導を受けた児童生徒の各教科その他の教育活動に日本語で参加できる能力

の向上

・地域や学校において日本語指導に携わる関係者の意識の啓発及び指導力の向

上

などの効果が期待され、その結果、学校教育の一環として行う日本語指導の全

国的な質の担保が図られ、日本語指導が必要な児童生徒が学校において主体的

に学び、希望する進路を選択できる機会を保障することにつながるものと考え

られる。

○ 日本語指導に係る「特別の教育課程」の編成・実施は、学校教育における新

たな制度であり、その全国的な実施に際して、国においては、教育現場に対し

て事前に丁寧な周知を図ることが必要である。

したがって、学校教育法施行規則改正及び文部科学省告示制定について公布

後、施行までの間に十分な準備期間を設け、制度の趣旨や概要のみならず、具

体的な指導や学習評価の在り方等についても、通知や文部科学省ホームページ、

各都道府県等の指導主事を集めた連絡協議会など様々な機会を捉えて、幅広く

情報提供を行い、教育現場の理解を促すことが求められる。

○ また、制度施行後も、教育現場における実施状況や意向等も踏まえ、必要に

応じて、例えば、指導者研修の充実や支援員の活用も含めた指導体制の整備を

図るなど、制度の円滑な実施に資する取組を講じていくことが求められる。

○ 日本語指導が必要な児童生徒が、学校生活に適応し、他の児童生徒と共に、

生き生きと様々な学習活動に参加することができるよう、今後とも、国、教育

委員会等の学校設置者、そして各学校が協力・連携し、制度の着実な実施に向

けて、日本語指導の具体的な内容や方法、教材の充実、指導者の資質の向上な

ども含めた環境整備に努めていく必要がある。


